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           東 亜 大 学 学 則 （抄） 

 

   第１章 総則 

 (目的) 

第１条 東亜大学（以下「本学」という。）は、教育基本法に則り、学校教育法の 

定めるところに従って、未来社会の要請に応え得る教育の環境を常に大学内に求    

め、人間教育並びに高度の専門職業技術教育とその研究とを実施し、もって福祉    

国家の創造に積極的に参加し、更に広く世界観に立脚して他民族の繁栄にも寄与    

し得る、独創的な頭脳・奉仕の精神・健全な身体を兼ね備えた人材を養成するこ    

とを目的とする。 

 （自己点検・評価） 

第１条の２ 本学は、教育研究水準の向上を図るとともに、大学の目的及び社会的   

責任を達成するため、教育研究活動等の状況について、自己点検及び評価を行い、  

その結果を公表する。 

２ 前項の点検及び評価並びにその結果の公表に関し必要な事項は、別に定める。 

  (学部、学科及び学生定員) 

第２条 本学に次の学部、学科及び専攻等を置き、その学生定員を次のとおりとす

る。 

        学 部 ・ 学 科  入学定員  収容定員 

医療学部 

 

 

 

医療工学科 

 （医療福祉コース）*1 

健康栄養学科 

  （管理栄養士専攻） *2 

   ５５ 人 

 (４０ 人) 

  ４０ 人 

 (３０ 人) 

   ２２０ 人 

 （１６０ 人） 

  １６０ 人 

 （１２０ 人） 

人間科学部 

 

 

 

 

 

心理臨床・子ども学科 

  （児童教育専攻）  *3 

国際交流学科 

スポーツ健康学科 

 （保健体育専攻） *4 

 （柔道整復コース）*5 

   ４０ 人 

 (３０ 人) 

   ４０ 人 

   ６５ 人 

 (３５ 人) 

  (３０ 人) 

  １６０ 人 

 （１２０ 人） 

   １６０ 人 

   ２６０ 人 

  (１４０ 人) 

  (１２０ 人) 

芸術学部 

 

 

アート・デザイン学科 

トータルビューティ学科 

  （美容師専攻）   *6 

   ３０ 人 

   ３０ 人 

 (２０ 人) 

   １２０ 人 

   １２０ 人 

   (８０ 人) 

*1 医療福祉コースの定員は、医療工学科の定員の内数である。 

*2 管理栄養士専攻の定員は、健康栄養学科の定員の内数である。 

*3 児童教育専攻の定員は、心理臨床・子ども学科の定員の内数である。 

*4 保健体育専攻の定員は、スポーツ健康学科の定員の内数である。  

*5 柔道整復コースの定員は、スポーツ健康学科の定員の内数である。  

*6 美容師専攻の定員は、トータルビューティ学科の定員の内数である。 
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 （学部、学科の教育研究上の目的） 

第２条の２ 本学の学部、学科の教育研究上の目的は、次項以下のとおりとする。 

１ 医療学部は、保健・医療・福祉の専門的知識及び技術並びに豊かな人間性を養

い、広く社会で活躍できる人材を育成することを目的とする。 

（１）医療工学科は、保健・医療・福祉の分野において、他の医療人などと協同し

て活動することができる、実践的応用力を備えた人材を養成することを目的と

する。 

（２）健康栄養学科は、食生活における栄養を的確に評価し、適切かつ高度な指導

ができる、実践的応用力を備えた人材を養成することを目的とする。 

２ 人間科学部は、人間の心と体について理解し、さらに、人間の営為である文化

や社会を理解する能力を養い、他者を思いやりながらよりよく生きるための実践

力を備えた人材を養成することを目的とする。 

（１）心理臨床・子ども学科は、心理学、教育学、保育学を中心として人間の心理

社会的、身体的発達過程を科学的に理解し、広く教育と人間理解に関わる知識

を備えた人材を養成する。 

（２）国際交流学科は、観光経営や異文化理解に関する知識を学び、語学力などの

実践力を身につけ、これからの国際交流の場で活躍できる人材を養成する。 

（３）スポーツ健康学科は、幅広い知識と教養を身につけ、学校や社会において体

育・スポーツ振興、健康及び体力増進の分野で貢献できる人材を養成する。ま

た、同分野において、人体のしくみやスポーツ科学の高い専門性を有し、スポ

ーツや運動を行う人の障害の予防とケア、適切な手当のできるスポーツのトレ

ーナーとして、貢献できる人材を養成する。 

３ 芸術学部は、豊かな感性及び幅広い知識を持ち、社会において様々な分野に対

応できる、創造力と技術力を備えた人材を養成することを目的とする。 

（１）アート・デザイン学科は、人間教育を軸とし、もの作りを体験する中で、理

性と感性の統合の観点から社会に貢献できる人材を養成する。 

（２）トータルビューティ学科は、幅広い教養と芸術の知識を持ち、社会の変化に

対応できる、理容美容等の専門的技術を身につけた人材の養成を目的とする。 

 （教育内容等の改善のための組織的な研修等） 

第２条の３ 本学は、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研

究を実施するものとする。 

２ 前項の教育内容等の改善のための組織的な研修等に関し必要な事項は、別に定

める。 

  (大学院) 

第３条 本学に大学院を置き、次の研究科及び課程を設ける。 

   総合学術研究科 博士前期課程・博士後期課程 

   総合学術研究科 修士課程（通信教育課程） 

２ 大学院に関する学則は、別に定める。 
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  第２章 修業年限、学年、学期及び休日 

 （修業年限及び在学年数） 

第４条 本学の修業年限は４年とし、学生の在学年数は８年を限度とする。 

 ただし、休学の期間は在学年数に加算しない。 

 （学年及び学期） 

第５条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 学年を次の２期に分ける。 

  前期 ４月１日から９月３０日まで 

  後期 １０月１日から翌年３月３１日まで 

 （休日） 

第６条 次に掲げる日は授業を行わない。 

  日曜日・国民の祝日に関する法律に規定する休日 

  開学記念日(１１月１４日) 

２ 次の期間は授業を休止する。 

  春季  ４月１日から４月７日まで 

  夏季  ８月１日から９月３０日まで 

  冬季  １２月２５日から翌年１月７日まで 

３ 前項の規定にかかわらず必要に応じて休日又は休業の期間を変更し、又は臨時

の休日を定めることができる。 

 

  第３章 履修、試験、成績評価、卒業及び学位 

 （卒業の要件・履修） 

第７条 本学を卒業するために修得すべき授業科目および単位数は次のとおりで

ある。 

  共通教育科目２２単位以上と専門教育科目８０単位以上を含む総単位数１２

４単位以上を修得すること。 

２ 本学は、１年間に履修科目として登録することができる単位数の上限を４８単

位とする。 

３ 前二項のほか、卒業の要件・履修に必要な事項は各学部履修細則の定めるとこ

ろによる。 

 （単位計算方法） 

第８条 授業科目の単位数は次の基準によって計算する。 

 (1) 講義及び演習については、１５時間から３０時間までの範囲の授業をもって

１単位とする。 

 (2) 実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの範囲の授業を

もって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究の授業科目については、これら

の学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認める場合には、これらに

必要な学修等を考慮して単位数を定める。  
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  （入学者の既修得単位の取扱） 

第９条 大学又は短期大学（外国の大学・短期大学を含む。）を卒業又は中途退学

し、新たに本学の第１年次に入学した学生の既修得単位を教育上有益と認めると 

きは、本学において修得したものとして認定することができる。 

 ただし、修業年限を短縮することはできない。 

２ 前項の規定により単位を認定する場合は、教授会の議に基づき、３０単位を限

度として行うものとする。 

 （他の大学又は短期大学における授業科目の履修等） 

第１０条 教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、

学生に当該他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。 

２ 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は、教授会の議に基

づき、３０単位を限度として卒業の要件となる単位として認めることができる。 

３ 前２項の規定は、外国の大学又は短期大学へ留学する場合に準用する。 

 （教育課程） 

第１１条 本学の共通教育課程は別表１のとおりとする。 

２ 本学の各学部・学科ごとの専門教育課程は、別表２から８のとおりとする。 

 （成績評価）             

第１２条 単位を修得した科目の成績は、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃをもって評価する。 

 （卒業及び学位） 

第１３条 本学に４年以上在学し、第７条に定められた科目につき定められた単位

を修得した者には卒業証書を授与し、次の区分により学士の学位を授与する。 

  医療学部医療工学科を卒業した者           学士(医療工学) 

  医療学部健康栄養学科を卒業した者          学士(医療栄養学) 

  人間科学部心理臨床・子ども学科を卒業した者     学士(人間科学） 

  人間科学部国際交流学科を卒業した者                   学士(人間科学） 

  人間科学部スポーツ健康学科を卒業した者       学士(人間科学） 

  芸術学部アート・デザイン学科を卒業した者       学士(芸術)  

  芸術学部トータルビューティ学科を卒業した者     学士(芸術) 

 （教員免許状及び指定養成施設の資格） 

第１４条 教員免許状の取得を希望する学生は、別表「教職課程」に掲げる授業科

目の内から、教育職員免許法および同法施行規則に定める授業科目および単位数

を修得しなければならない。 

２ 取得することのできる免許状は、次のとおりである。 

課程の名称 免 許 状 の 種 類 免許教科 

１正規の課程 

人間科学部 

  心理臨床・子ども学科 

    児童教育専攻 

     

  

 

 

 

 小学校教諭１種免許状  

 幼稚園教諭１種免許状 
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 スポーツ健康学科 

   保健体育専攻 

 

 

 中学校教諭１種免許状 

 高等学校教諭１種免許状 

 

 

保健体育 

保健体育 

芸術学部 

  アート・デザイン学科 

 

中学校教諭１種免許状 

 高等学校教諭１種免許状 

 

美術 

美術・工芸 

 

３  医療学部医療工学科医療福祉コース（入学定員 40 名）に所属し、別に定める所

定の要件を満たし卒業した者は、介護福祉士の国家試験受験資格を得ることがで

きる。  

４  人間科学部心理臨床・子ども学科（入学定員 40 名）に所属し、別に定める所定

の要件を満たし卒業した者は、指定保育士養成施設卒業証明書を受けることがで

きる。 

５  人間科学部スポーツ健康学科柔道整復コース（入学定員 30 名）に所属し卒業

した者は、柔道整復師の国家試験受験資格を得ることができる。 

６  医療学部健康栄養学科管理栄養士専攻（入学定員 30 名）に所属し、別に定める

所定の要件を満たし卒業した者は、栄養士の免許状を受ける資格を有する。また

別に定める所定の要件を満たし卒業した者は、管理栄養士の国家試験受験資格を

得ることができる。  

７  芸術学部トータルビューティ学科美容師専攻（入学定員 20 名）に所属し、別に

定める所定の要件を満たし卒業した者は、美容師の国家試験受験資格を得ること

ができる。 

 

  第４章 入学、休学、復学、退学及び除籍 

 （入学の時期） 

第１５条 入学の時期は学年の始めとする。ただし、秋季入学については、後期の

始めとする。 

 （入学資格） 

第１６条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

 (1) 高等学校を卒業した者 

 (2)  通常の課程による１２年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程に

よりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

 (3)  外国において学校教育における１２年の課程を修了した者又はこれに準ず

る者で文部科学大臣の指定したもの 

 (4)  文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定し

た在外教育施設の当該課程を修了した者 

 (5)  文部科学大臣の指定した者 

 (6)  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格し

た者（旧規定による大学入学資格検定に合格した者を含む） 
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 (7) 文部科学省が大学入学資格を認めた専修学校高等課程を修了した者 

 (8)  その他相当の年令に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると

本学が認めた者  

 （入学の許可） 

第１７条 入学志願者に対して、選抜試験を行い、その合格者に入学を許可する。 

推薦による入学許可については別に定める。 

 （保証人） 

第１８条 学生は入学の際、保証人を定めて届け出なければならない。保証人を変

更した場合も同様とする。  

 （休学、及び復学） 

第１９条 学生は疾病その他正当な事由により２ヶ月以上修学することができな

いときは医師の診断書・事由書を添え保証人連署で願い出て、許可を得て休学す

ることができる。 

２ 休学期間は通算３年を超えることはできない。 

３ 休学期間内にその事由が消滅したときは、その旨を保証人連署で願い出て、許

可を受けて復学することができる。 

（再入学） 

第１９条の２ 本学を退学した者が、退学後２年以内に同一の学部、学科に再入学

を願い出たときは選考の上、許可することがある。なお、学費未納による除籍者

の再入学（除籍後２年以内）についても選考の上、認めることがある。 

 （転学） 

第２０条 学生の他大学への転学は、正当な事由がある場合を除きこれを認めな

い。 

 （編入学） 

第２１条 次の各号の一に該当する者については、第２年次又は第３年次の初めに

限り、選考のうえ教授会の意見を聴いて、学長が入学を許可することができる。 

 (1)  大学を卒業又は退学した者 

 (2)  短期大学又は高等専門学校を卒業した者 

 (3)  学校教育法施行規則附則第７条に定める従前の規定による学校の課程を終

了し、又はこれらの学校を卒業した者 

 （退学） 

第２２条 学生が退学しようとするときは、その事由を述べた願書を保証人連署で

提出し、許可を受けなければならない。 

 （除籍） 

第２３条 次の各号の１に該当する場合は除籍する。 

 (1)  第４条に定める在学年限を超えた者 

 (2)  第１９条第２項に定める休学の期間を超えてなお復学できない者 

 (3)  授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者 

 (4)  長期間にわたり行方不明の者 
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  第５章 賞罰 

 （表彰） 

第２４条 優秀な学業成績又は模範となる行為のあった学生に対しては表彰する。 

 （懲戒） 

第２５条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は教

授会の意見を聴いて、学長が懲戒する。 

２ 前項の懲戒の種類は、退学、停学及び譴責とする。 

３ 前項の退学は次の各号の一に該当する学生に対して行う。 

 (1)  性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

 (2)  学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 

 (3)  正当な理由がなく出席常でない者 

 (4)  本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

  

  第６章 研究生、科目等履修生及び委託生 

 （研究生） 

第２６条 研究生は本学教員の指導を受け、所定の学科に関連した学術を研究する

ものとする。 

２ 研究生として入学を志願できる者は次のとおりとする。 

 (1)  本学又は他の大学を卒業した者 

 (2)  本学卒業程度の学力があると認められた者 

 （研究生として入学を志願する者） 

第２７条 研究生として入学を志願する者は、入学願書、履歴書及び検定料を添え

て願い出なければならない。ただし、本学卒業生については検定料を必要としな 

い。 

 （科目等履修生） 

第２８条 特定の科目につき履修を願い出た者は、選考のうえ科目等履修生として

許可する。 

２ 科目等履修生の入学時期は、学期の始めとする。 

３ 科目等履修生を志願する者が就職中の者であるときは、勤務先の所属長の許可 

書を提出しなければならない。 

 （委託生） 

第２９条 他の団体から履修する科目を定めて委託生を願い出た場合は、選考のう

え許可する。 

 （細則） 

第３０条 研究生、科目等履修生及び委託生の細則は別に定める。 

  

 第７章 入学検定料、入学金、授業料及び諸納付金 

 （入学検定料及び入学金） 

第３１条 入学志願者は入学検定料を、入学者は入学金を納付しなければならな

い。 



 

8 

 

 （授業料及び諸納付金） 

第３２条 授業料及び諸納付金は、所定の期日までに納付しなければならない。 

   前期分  ３月２０日まで 

   後期分  ９月２０日まで 

 （休学者の授業料） 

第３３条 休学したときは、休学願提出確認月の翌月から復学した月の前月までの

間の授業料を、月額計算により免除する。ただし、前条に定める所定の期日まで

に授業料及び諸納付金を納付した者に限る。 

 （退学、除籍の者の授業料） 

第３４条 退学、除籍の者は、退学、除籍の期日の属する期の授業料及び諸納付金

を納付しなければならない。 

 （既納の諸納付金等） 

第３５条 既納の検定料、入学金、授業料及び諸納付金はいかなる理由があっても

還付しない。ただし、第３３条該当の休学者を除く。 

 （諸納付金等の金額） 

第３６条 本学の入学検定料、入学金、授業料及び諸納付金の額は次のとおりとす

る。 

(1)入学検定料 

                                    (単位:円)    

指定校推薦入学 公募制推薦入試  一般入試 
センター試験  

利用入試 
AO入試 

5,000 20,000 20,000 10,000 20,000 

 

(2)入学金、授業料及び諸納付金                                          

                                                                   (単位:円) 

学部・学科 入学金 
授業料  

(年間) 

施設費  

(年間) 

実験実習費  

(年間) 

 

医療学部 

 

医療工学科  

 〃 （医療福祉コース） 

健康栄養学科 

 

240,000 

240,000 

240,000 

 

780,000 

620,000 

680,000 

 

420,000 

160,000 

250,000 

 

100,000 

140,000 

100,000 

 

人間科学部 

 

心理臨床・子ども学科 

国際交流学科 

スポーツ健康学科 

 〃 （柔道整復コース） 

 

240,000 

240,000 

240,000 

240,000 

 

620,000 

600,000 

660,000 

780,000 

 

200,000 

140,000 

270,000 

420,000 

 

60,000 

50,000 

60,000 

100,000 
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芸術学部 

 

アート・デザイン学科 

トータルビューティ学科 

 

240,000 

240,000 

 

840,000 

620,000 

 

240,000 

160,000 

 

140,000 

140,000 

２ 前項の規定による金額は経済事情を勘案し、理事会が決定する。 

３ 留年者は入学年次の諸納付金等を納付する。 

 

  第８章 外国人留学生 

 （外国人留学生の入学許可） 

第３７条 外国人で本学に入学を志願する者がある時は、選考の上、入学を許可す

ることがある。ただし出入国管理及び難民認定法に定める在留資格「留学」を得

た者に限る。 

２ 前項の規定により入学を許可された者のうち、学部学生については、第２条に

規定する収容定員の定員内とする。 

３ 外国人留学生については、本学則の規定を準用し、その他、留学生規約を別に 

定める。 

 

附 則 

１ この学則は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 学則第２条の規定にかかわらず、令和元年度以前の学部学科名称及び学生定員

は従前のとおりとする。 

３ 学則第１２条の規定にかかわらず、令和元年度以前の在学生は従前のとおりと

する。 

４ 学則第３６条の規定にかかわらず、令和元年度以前の在学生は従前のとおりと

する。 

 

 


